
JP 4201384 B2 2008.12.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
遊技機に取り付けられ且つ該遊技機を制御する制御回路基板を複数の被覆部材によって被
覆する遊技機の基板被覆ボックスにおいて、
　前記複数の被覆部材は、前記制御回路基板を被覆する方形状の被覆主体と、該被覆主体
に被覆される前記制御回路基板の電子部品実装領域を少なくとも被覆するための方形状の
被覆枠体及び被覆カバー体と、から構成されると共に、前記被覆主体と前記被覆枠体及び
被覆カバー体のすべてを内部が視認し得る透明合成樹脂で形成する一方、
　前記被覆枠体には、その上面に方形状の開口部が形成されると共に、該開口部の対向す
る開口縁に沿って適宜間隔を置いて切欠部と係合部とが形成されると共に、前記対向する
開口縁とは異なる開口縁に対応する一辺に挿通穴が形成され、
　前記被覆カバー体には、前記被覆枠体の前記開口部を閉塞するために、対向する辺に所
定間隔を置いて前記切欠部に挿入した後スライドさせることにより前記係合部と係合する
被係合部が形成されると共に、前記係合部と前記被係合部とを係合させた状態で、前記挿
通穴に対応する挿入穴を有した固定片部が切断部を介して一体的に複数個並列状に形成さ
れ、さらに前記固定片部が形成される辺と対向する辺に前記被覆主体と係止する係止部が
形成され、
　前記被覆主体には、前記被覆枠体を取り付けた状態で前記挿通穴に対応する止着穴が形
成されると共に、前記被覆カバー体の係止部と係止する被係止部が形成され、
　前記係合部を、溝部と該溝部に嵌合するレール状突起のいずれか一方とし、前記被係合
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部を、いずれか他方とし、
　前記被覆主体に前記被覆枠体を取り付けた後に前記被覆カバー体の被係合部を前記被覆
枠体の切欠部に挿入した後一方向にスライドさせて前記被覆カバー体の被係合部及び係止
部と前記被覆枠体の係合部及び被係止部とをそれぞれ係合及び係止させた状態で、前記複
数個の固定片部のいずれか一箇所の固定片部の挿入穴よりネジを挿入し、該ネジが前記挿
通穴を挿通して前記止着穴に止着することにより前記被覆枠体、前記被覆カバー体及び前
記被覆主体とが固着され、該固着された固定片部の前記切断部を切断しない限り前記係合
部と前記被係合部とによる係合状態及び前記被覆主体と前記被覆枠体の取り付け状態を解
除できないようにする一方、前記切断部を切断破壊したときに、前記ネジが固定片部に固
着された状態で残存することを特徴とする遊技機の基板被覆ボックス。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、遊技機に取り付けられ且つ該遊技機を制御する制御回路基板を複数の被覆部
材によって被覆する遊技機の基板被覆ボックスに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、パチンコ玉を遊技媒体として遊技する弾球遊技機やコインを遊技媒体として遊技
するスロットマシン等の遊技機には、多くの回路基板が設けられている。特に、遊技動作
を制御する遊技制御回路基板には、マイクロコンピュータを構成するＭＰＵ、ＲＯＭ、Ｒ
ＡＭ等の電子素子が多数実装されている。そして、例えば、遊技動作を制御するプログラ
ムが格納されるＲＯＭを交換したり、あるいは不正な回路基板を遊技制御回路基板に接続
したりすることにより、多くの場合、当初の遊技内容と異なる遊技内容を実現することが
可能である。このため、遊技制御回路基板は、不正行為が行われたか否かが容易にわかる
方形状をなす樹脂製のボックス内に収納して設けられていた。具体的には、基板被覆ボッ
クスは、回路基板を取り付けたボックス本体と、その上方を被覆する被覆部材と、から構
成され、該被覆部材がワンウェイネジでボックス本体に固着されることにより、ボックス
の一部を破壊しない限り開放できないようにし、ボックスの一部が破壊されていれば、回
路基板に対する不正が行われた蓋然性が高いというものであった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　ところが、上記従来の基板被覆ボックスでは、その方形状の四隅を個々にワンウェイネ
ジを含む複数のネジで固着しなければならず、組付け作業が面倒であるという欠点があっ
た。また、上記従来の基板被覆ボックスは、内部に被覆される回路基板の電子部品の実装
面を透視し得るように、被覆部材だけを透明にしていたため、回路基板の実装面と反対側
のハンダ面における不正行為（例えば、ジャンパー配線等）が発見しづらいという欠点が
あった。本発明は、上記した欠点を解消するためになされたもので、その目的とするとこ
ろは、回路基板を被覆する複数の被覆部材の組付け作業を簡単に行うことができると共に
回路基板のすべての個所における不正を発見することが容易な遊技機の基板被覆ボックス
を提供することにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために本発明が採用した解決手段を図面を参照して説明すると、請
求項１の発明は、図１，図３，図４，図５，及び図７に示すように、遊技機（弾球遊技機
１）に取り付けられ且つ該遊技機１を制御する制御回路基板（遊技制御回路基板１００）
複数の被覆部材８１，１２０，１５０によって被覆する遊技機の基板被覆ボックス８０に
おいて、前記複数の被覆部材は、前記制御回路基板１００を被覆する方形状の被覆主体（
ボックス状被覆主体８１）と、該被覆主体８１に被覆される前記制御回路基板１００の電
子部品実装領域１０１を少なくとも被覆するための方形状の被覆枠体１２０及び被覆カバ
ー体１５０と、から構成されると共に、前記被覆主体８１と前記被覆枠体１２０及び被覆
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カバー体１５０のすべてを内部が視認し得る透明合成樹脂で形成する一方、前記被覆枠体
１２０には、その上面に方形状の開口部１２１が形成されると共に、該開口部１２１の対
向する開口縁に沿って適宜間隔を置いて切欠部（嵌め込み用切欠部１４２）と係合部（コ
字状係合部１４１）とが形成されると共に、前記対向する開口縁とは異なる開口縁に対応
する一辺に挿通穴（貫通穴１３１）が形成され、前記被覆カバー体１５０には、前記被覆
枠体１２０の前記開口部１２１を閉塞するために、対向する辺に所定間隔を置いて前記切
欠部１４２に挿入した後スライドさせることにより前記係合部１４１と係合する被係合部
（Ｌ字型被係合部１６２）が形成されると共に、前記係合部１４１と前記被係合部１６２
とを係合させた状態で、前記挿通穴１３１に対応する挿入穴を有した固定片部１５６～１
５９が切断部１６０を介して一体的に複数個並列状に形成され、さらに前記固定片部１５
６が形成される辺と対向する辺に前記被覆主体８１と係止する係止部（係止突片１５４）
が形成され、前記被覆主体８１には、前記被覆枠体１２０を取り付けた状態で前記挿通穴
１３１に対応する止着穴（取付穴９５）が形成されると共に、前記被覆カバー体１５０の
係止部１５４と係止する被係止部（係止切欠９３）が形成され、前記係合部１４１を、溝
部（コ字型係合部１４１）と該溝部に嵌合するレール状突起（Ｌ字型被係合部１６２）の
いずれか一方とし、前記被係合部１６２を、いずれか他方とし、前記被覆主体８１に前記
被覆枠体１２０を取り付けた後に前記被覆カバー体１５０の被係合部１６２を前記被覆枠
体１２０の切欠部１４２に挿入した後一方向にスライドさせて前記被覆カバー体１５０の
被係合部１６２及び係止部１５４と前記被覆枠体１２０の係合部１４１及び被係止部９３
とをそれぞれ係合及び係止させた状態で、前記複数個の固定片部１５６～１５９のいずれ
か一箇所の固定片部１５６の挿入穴よりネジ１３８を挿入し、該ネジ１３８が前記挿通穴
１３１を挿通して前記止着穴９５に止着することにより前記被覆枠体１２０、前記被覆カ
バー体１５０及び前記被覆主体８１とが固着され、該固着された固定片部１５６の前記切
断部１６０を切断しない限り前記係合部１４１と前記被係合部１６２とによる係合状態及
び前記被覆主体８１と前記被覆枠体１２０の取り付け状態を解除できないようにする一方
、前記切断部１６０を切断破壊したときに、前記ネジ１３８が固定片部１５６に固着され
た状態で残存することを特徴とするものである。このように構成することにより、被覆枠
体１２０を被覆主体８１に取り付けた状態で被覆カバー体１５０を組み付けるには、係合
部１４１を切欠部１４２に挿入した後被係合部１６２に係合するようにスライドさせた後
、固着片部１５６の挿入穴に固着手段１３８を固着するだけであるため、極めて簡単に組
み付けることができる。また、被覆主体８１と被覆枠体１２０被覆カバー体１５０のすべ
てが透明合成樹脂によって形成されているので、回路基板１００の実装面だけでなく反対
側のハンダ面も外部から視認できるので、回路基板のすべての個所における不正を容易に
発見することができる。
【０００５】
　また、図５及び図６に示すように、前記係合部１４１を、溝部（コ字型係合部１４１）
と該溝部に嵌合するレール状突起（Ｌ字型被係合部１６２）のいずれか一方とし、前記被
係合部１６２を、いずれか他方としたことにより、係合状態が外れることがなく、例えば
、被覆カバー体１５０に外圧を加えて変形させても係合状態が外れることがない。
【０００６】
　また、図５に示すように、前記被覆カバー体１５０には、前記固定片部１５６が形成さ
れる辺と対向する辺に前記被覆主体８１と係止する係止部（係止突片１５４）を形成した
ことにより、被覆カバー体１５０の四辺が固着片部１５６、被係合部１６２、係止部１５
４によって被覆主体８１及び被覆枠体１２０に止着されるので、いずれの個所からも被覆
カバー体１５０を上方に持ちあげることはできず、被覆主体８１及び被覆枠体１２０と被
覆カバー体１５０との間に隙間を形成して行う不正な行為を防止することができる。
【０００７】
【０００８】
　また、図５及び図６に示すように、前記固定片部１５６は、複数個並列状に形成されて
、その複数個の固定片部１５６～１５９のいずれか一箇所だけ前記固着手段１３８で固着
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することにより、前記被覆枠体１２０と前記被覆カバー体１５０との係合状態を保持する
ように構成することにより、検査のために最初の固着片部１５６の切断部１６０を切断破
壊しても、再度２番目の固定片部１５７に固着手段１３８を固着することにより、再度被
覆枠体１２０と被覆カバー体１５０との係合状態を保持することができる。つまり、検査
を複数回行うことができる。
【０００９】
　更に、図８に示すように、前記切断部１６０を切断破壊したときに、前記ネジ１３８が
固定片部１５６に固着された状態で残存するように構成することにより、正規な検査履歴
を確認することができると共に、基板被覆ボックス８０を回収したときにネジ１３８を再
利用することができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。まず、図１及び図２を参
照して遊技機の一例としての弾球遊技機１の全体の構成について説明する。図１は、弾球
遊技機１の正面図であり、図２は、弾球遊技機１の背面図である。
【００１１】
　弾球遊技機１は、縦長な方形状に枠組み形成される外枠２と、該外枠２の一側に開閉自
在に軸支され且つ弾球遊技機１の主要構成部のほぼすべてが集約して設けられる枠基体３
と、該枠基体３の前面上部に開閉自在に設けられるガラス板保持枠４と、から構成されて
いる。枠基体３に設けられる主要構成部としては、ガラス板保持枠４、遊技盤４０、上皿
１２、灰皿２１を含む下皿１８、操作ハンドル２２、機構板５０、打球発射装置７１があ
る。また、図示の実施形態では、弾球遊技機１の側方に遊技者に遊技玉を貸し出すための
ユニット装置としてのカードユニット装置３０が付設されている。
【００１２】
　ガラス板保持枠４には、後述する遊技盤４０の遊技領域をほぼ透視し得る円形透視窓５
が開設され、該円形透視窓５の裏面からガラス板が装着されている。また、ガラス板保持
枠４には、円形透視窓５の外周に沿って、その上部に装飾ＬＥＤ７が、その左右両側方に
装飾蛍光灯６ａ，６ｂが設けられている。この装飾ＬＥＤ７や装飾蛍光灯６ａ，６ｂは、
遊技状態に応じて点灯又は点滅されるものであり、特別の遊技状態の発生時や継続時を遊
技者に報知すると共に遊技の雰囲気を盛り上げるものである。また、ガラス板保持枠４の
軸支側上部には、払い出すべく景品玉が不足したことを報知する玉切れＬＥＤ８や、入賞
玉の発生に基づいて所定個数の景品玉が払い出されたことを報知する払出ＬＥＤ９が設け
られ、更に、ガラス板保持枠４の上部左右に遊技の進行に応じた効果音を発生するスピー
カ１０ａ，１０ｂが設けられている。なお、上記した構成のうち、装飾ＬＥＤ７や玉切れ
ＬＥＤ８及び払出ＬＥＤ９は、複数のＬＥＤがプリント配線基板上に実装されるように構
成されるものであるが、このプリント配線基板を金属ベースプリント配線基板で構成する
ことにより、ＬＥＤから発生される熱の放熱効果を高めることができる。
【００１３】
　次に、ガラス板保持枠４の下部で開閉自在に取り付けられる上皿１２の構成について説
明すると、上皿１２は、合成樹脂製の上皿開閉板１１の表面に複数の合成樹脂製部材を組
合せた皿部材を固着することにより構成されている。上皿開閉板１１には、その開放側の
上端に玉抜き操作レバー１６が設けられている。この玉抜き操作レバー１６は、左右方向
に移動可能に設けられ、図示しないスプリングの付勢力に抗して一方向に移動させること
により、上皿１２に貯留されていた玉を上皿開閉板１１の裏面に形成される玉抜き路（図
示しない）を流下させて下皿１８に誘導するものである。また、上皿１２には、その内部
に圧電ブザー１７が内蔵されている。この圧電ブザー１７は、遊技玉の貸出異常が生じた
とき（例えば、ピッ、ピッ、ピッという連続音）、あるいは遊技玉の貸出時（例えば、１
００円相当の遊技玉が払い出される毎にピーという音）に、その旨を報知する報知音が発
生されるものである。
【００１４】
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　上記した上皿１２について、さらに詳細に説明すると、上皿１２は、その上流側に形成
される賞球払出口１４とその下流側に形成される打球供給口１５とを連絡するように貯留
整列路１３が形成されており、その貯留整列路１３の中程底面裏面に上皿玉検出器（図示
しない）が設けられている。この上皿玉検出器は、上皿１２に残留する打玉を検出するも
のである。また、上皿１２には、弾球遊技機１に隣接して設けられるカードユニット装置
３０を介して遊技玉を借り受ける際に操作する操作部が設けられている。なお、この操作
部は、玉貸スイッチ、返却スイッチ、自動玉貸スイッチ、度数表示ＬＥＤ、及び自動玉貸
表示ＬＥＤ（共に図示しない）から構成されている。玉貸スイッチは、カードユニット装
置３０によって遊技玉を借り受ける際に操作するものである。返却スイッチは、遊技終了
の際にカードユニット装置３０のカード挿入口３３に差し込まれたカードを返却するため
のものである。度数表示ＬＥＤは、カードユニット装置３０のカード挿入口３３に差し込
まれたカードの残額が表示されるものである。また、自動玉貸スイッチは、借り受けるべ
き遊技玉を前記玉貸スイッチを操作して行うマニュアルモードと、上皿１２の打玉の残量
が前記上皿玉検出器によって検出されなくなったときに自動的に遊技玉を払い出す自動モ
ードと、のいずれかのモードに設定するものであり、自動モードが選択設定されていると
きには、自動玉貸表示ＬＥＤが点灯している。
【００１５】
　しかして、後述する遊技盤４０の遊技内容において大当り遊技状態が発生すると、短時
間に多量の入賞玉を獲得するチャンスがある。このように大当り遊技状態という遊技者に
とって極めて大きなチャンスは、上皿１２の残留玉がほとんどなくなった時点で発生する
場合もあり、このような場合、続けて打玉を発射させて打玉を可変入賞球装置４２の特定
入賞領域に入賞させる必要があるにも拘らず、打玉が上皿１２に残存しないので、慌てて
玉貸スイッチを操作して遊技玉を借り受けなければならない。しかし、玉貸スイッチを操
作してから遊技玉が払い出され、しかもその玉が発射されて可変入賞球装置４２の特定入
賞領域に到達するまでに多少の時間がかかるため、その時間の間に有利なチャンス（継続
権の成立）を逃してしまうという不都合があるが、本実施形態においては、自動玉貸スイ
ッチを自動モードに設定しておけば、上皿玉検出器が打玉の不存在を検出した時点で自動
的に遊技玉を上皿１２に払い出すので、上記したような不都合は生じない。なお、上皿１
２として上記した制御を行わないならば、上皿玉検出器及び自動玉貸スイッチを省略した
ものでも良い。
【００１６】
　また、枠基体３の下部に取り付けられる下皿１８は、前記上皿１２から溢れた賞球であ
って余剰玉通路（図示しない）を介して余剰玉払出口１９から排出される余剰の賞球を貯
留するものであり、その下皿１８の前面壁には、玉抜き操作レバー２０がスライド可能に
取り付けられるようになっている。この玉抜き操作レバー２０を操作することにより、下
皿１８に貯留されていた賞球を下方に玉抜きして持ち運び可能な玉箱に移し替えることが
できる。また、下皿の左側には、灰皿２１が設けられ、右側には、操作ハンドル２２が設
けられている。操作ハンドル２２は、後述する打球発射装置７２の発射装置モータ７３の
駆動を開始せしめるメインスイッチ及びタッチアンテナ（共に図示しない）を内蔵してい
ると共に、弾発力を調節するものである。
【００１７】
　弾球遊技機１の正面構造は、概ね上記した通りであるが、図示の実施形態では、弾球遊
技機１にカードユニット装置３０が隣接されている。このカードユニット装置３０は、前
記上皿１２の上面に設けられる前述した操作部を操作することにより作動されるものであ
る。しかして、カードユニット装置３０は、使用可能状態であるか否かを表示する使用可
能表示器３１と、当該カードユニット装置３０がいずれの側の弾球遊技機１に対応してい
るか否かを表示する連結台方向表示器３２と、記録媒体としての磁気カードを挿入するカ
ード投入口３３とが設けられている。そして、このように構成されるカードユニット装置
３０は、独自の制御回路によって制御されるものであるが、上皿１２に設けられる玉貸ス
イッチ、返却スイッチ、及び度数表示ＬＥＤや、後述する制御基板ボックス６７内に収納
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された賞球払出制御基板６６と接続されている。なお、カードユニット装置３０を弾球遊
技機１に内蔵しても良い。また、本実施形態においては、遊技者に遊技玉を貸し出すため
のユニット装置としてカードユニット装置３０を例示したが、例えば、紙幣等を挿入し得
るユニット装置であっても良い。
【００１８】
　次に、遊技盤４０の正面構造について説明すると、遊技盤４０は、前記枠基体３の裏面
側に一体的に形成される遊技盤収納枠（図示しない）に収納固定されるべく、ほぼ正方形
状の合板により形成され、その表面には、円形うず巻き状に誘導レール（図示しない）が
取り付けられ、該誘導レールの内側が遊技領域とされて発射された打玉が落下するもので
ある。遊技領域には、図示の場合、ドラム式可変表示装置４１や可変入賞球装置４２やド
ラム式可変表示装置４１の可変表示を許容する始動入賞口４３が設けられると共に、単に
打玉を入賞とする入賞口４４，４５、打玉の流下方向及び速度を変化せしめる風車又は多
数の障害釘が設けられ、また、遊技領域の最下方には、いずれの入賞領域にも入賞しない
打玉が取り込まれるアウト口４６が設けられている。
【００１９】
　一方、弾球遊技機１の裏面側には、図２に示すように、機構板５０が開閉自在に設けら
れている。機構板５０の中央には、窓開口５１が開設され、該窓開口５１からは、前記遊
技盤４０の裏面に取り付けられた入賞玉集合カバー体５２が臨んでいる。入賞玉集合カバ
ー体５２には、その裏面一側に中継基板５３が取り付けられており、また、前記前記ドラ
ム式可変表示装置４１の後方突出部が貫通されている。中継基板５３には、遊技盤４０上
の各種電気部品が接続されると共に、後述する遊技制御回路基板１００が接続されている
。また、ドラム式可変表示装置４１の後方突出部の下面には、ドラム表示制御回路基板５
４が一体的に取り付けられているが、そのドラム表示制御回路基板５４には、ドラム式可
変表示装置４１に含まれる各種電気部品（ドラムモータ、ドラムランプ、ドラムセンサ等
）が接続されると共に、遊技制御回路基板１００にも接続されている。
【００２０】
　また、前記機構板５０には、多数の賞球を貯留する玉タンク５５と、発生した入賞玉に
基づいて所定個数の賞球を払い出す賞球払出装置５６と、玉タンク５５内の玉を賞球払出
装置５６に送る玉整列レール５７、カーブ樋５８、及び通路体５９と、玉止め部材６１と
入賞玉排出ソレノイド６２と入賞玉検出器６３とを備えた入賞玉処理装置６０と、遊技制
御回路基板１００を収納した基板被覆ボックス８０と、賞球払出制御基板６６を収納した
制御基板ボックス６７と、ユニット中継基板６５を収納した中継基板ボックス兼用カバー
６４と、ターミナル基板６８を収納したターミナル基板ボックス６９と、が設けられてい
る。
【００２１】
　遊技制御回路基板１００は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、及びＲＯＭを備えてドラム式可変表示装
置４１や可変入賞球装置４２等の遊技装置の遊技動作を制御するものである。賞球払出制
御基板６６は、賞球払出装置５６の動作を制御するものである。ユニット中継基板６５は
、弾球遊技機１とカードユニット装置３０との配線を中継するものである。ターミナル基
板６８は、主として遊技制御回路基板１００に電源を供給するものである。また、弾球遊
技機１の裏面には、上記した機構板５０以外の領域に、装飾制御基板７０を収納した装飾
制御基板ボックス７１と、発射装置モータ７３を備えた打球発射装置７２とが設けられて
いる。装飾制御基板７０は、遊技制御回路基板１００からの指令又はデータに基づいて弾
球遊技機１の前面に設けられる電気的装飾部品（前記装飾蛍光灯６ａ，６ｂや装飾ＬＥＤ
７等）の動作を制御するものである。
【００２２】
　なお、上記した各種基板及び装置には、所定の配線を接続するためのコネクタが設けら
れており、特に、ターミナル基板ボックス６９に収納されるターミナル基板６８は、遊技
制御回路基板１００に電源を供給するだけでなく、弾球遊技機１に設けられる各種電気的
装置、例えば、上記した各基板及び打球発射装置７２にも電源を供給すると共に、弾球遊
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技機１の内部での信号線の中継、あるいは弾球遊技機１と外部との信号線の中継を行うた
めの端子も設けられている。
【００２３】
　以上、弾球遊技機１の概略の構成について説明してきたが、次に本実施形態の要部を構
成する基板被覆ボックス８０の構成について図３乃至図９を参照して説明する。図３は、
基板被覆ボックス８０と機構板５０に止着される取付台１７０との関係を示す斜視図であ
り、図４は、基板被覆ボックス８０を構成するボックス状被覆主体８１と回路基板１００
との関係を示す斜視図であり、図５は、基板被覆ボックス８０を構成する被覆枠体１２０
と被覆カバー体１５０との関係を示す分解斜視図であり、図６は、基板被覆ボックス８０
の平面図であり、図７は、被覆枠体１２０と被覆カバー体１５０との取り付けを説明する
ための部分平面図であり、図８は、被覆枠体１２０から被覆カバー体１５０を一旦分離し
て再度取り付ける場合を説明するための部分平面図であり、図９は、被覆カバー体１５０
を固着するためのワンウェイネジ１３８の作用を説明するための説明図である。なお、基
板被覆ボックス８０として、遊技動作を制御する遊技制御回路基板１００を被覆するもの
を例示して説明するが、以下に説明する構造の基板被覆ボックスによって被覆される制御
回路基板としては、遊技制御回路基板１００に限られるものではなく、不正行為がされる
可能性のある制御回路基板、例えば、前記した賞球払出制御基板６６、装飾制御基板７０
等であっても良い。
【００２４】
　図３において、基板被覆ボックス８０は、複数の被覆部材を組み付けることにより構成
されており、その複数の被覆部材として、遊技制御回路基板１００（図４参照）を被覆支
持する第１の被覆部材としてのボックス状被覆主体８１と、該ボックス状被覆主体８１に
被覆支持される遊技制御回路基板１００の電子部品実装領域１０１を少なくとも被覆する
第２の被覆部材としての被覆枠体１２０及び被覆カバー体１５０と、から構成されている
。そして、ボックス状被覆主体８１と被覆枠体１２０及び被覆カバー体１５０は、すべて
内部が視認し得る透明合成樹脂で形成されている。以下、基板被覆ボックス８０を構成す
る各被覆部材８１，１２０，１５０と遊技制御回路基板１００について、詳細に説明する
。
【００２５】
　まず、ボックス状被覆部材８１について図４を参照して詳細に説明する。図４において
、ボックス状被覆部材８１は、上面が開放した直方体状に形成され、その底面板８２の裏
面側のやや内側には、一対の底面垂直リブ８３が所定間隔を開けて形成され、その底面垂
直リブ８３の一部に後述する取付台１７０の係合レール１７１と係合する係合片８４が内
側に向かって突設されている。また、底面板８２の外周にも一側短辺を除いて周囲リブ８
５が突設されている。周囲リブ８５が突設されていない短辺中央の裏面には、取付台１７
０の係合突起１７４と係合する係合凹部８６が形成されている。また、底面板８２の内側
（上面）の四隅のやや内側には、遊技制御回路基板１００を止着支持するための位置決め
ボス８７と取付ボス８８が突設されている。位置決めボス８７は、遊技制御回路基板１０
０の電子部品実装領域１０１側に対応する長辺の両端部に突設され、その頭部に突起が形
成され、取付ボス８８には、遊技制御回路基板１００のコネクタ実装領域１０２側に対応
する長辺の両端部に突設され、その中心に取付穴が形成されている。しかして、位置決め
ボス８７には、遊技制御回路基板１００の電子部品実装領域１０１の長辺側の両端に形成
される取付穴１０８が嵌合され、取付ボス８８には、遊技制御回路基板１００のコネクタ
実装領域１０２の長辺側の両端に形成される取付穴１０８が対応せしめられて後述するビ
ス１１５によって止着されるようになっている。
【００２６】
　また、ボックス状被覆主体８１の側壁であって電子部品実装領域１０１側の長辺に対応
する側壁には、多数の放熱穴８９が穿設されると共に、そのほぼ中央に係合穴９０が形成
されている。この係合穴９０は、被覆枠体１２０の一側側壁に垂下される係合爪１２３が
内側から係合するものである。また、コネクタ実装領域１０２側の長辺に対応する側壁の
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ほぼ中央内側には、遊技制御回路基板１００を前記位置決めボス８７及び取付ボス８８に
止着した状態で遊技制御回路基板１００の上面と当接して遊技制御回路基板１００の反り
を矯正する基板押え突片９１が突設形成されると共に、その側壁の高さが他の側壁の高さ
よりも低くなるように形成されている。この低く形成される部分がコネクタ１０７に接続
される配線の接続作業が行い易いように配線接続用切欠９２を構成している。
【００２７】
　更に、ボックス状被覆主体８１の側壁であって短辺側の一方には、そのほぼ中央に逆さ
Ｔ字状の係止切欠９３が形成されていると共にその係止切欠９３の両側に所定の間隔を置
いて一対の円筒状部材が側壁内側に一体的に形成されている。そして、その円筒状部材の
上面に被覆枠体１２０をネジ止めするための取付穴９４が形成されている。また、短辺側
の他方の側壁の内側には、更に多数（図示の場合には、６本）の円筒状部材が一体的に形
成され、そのうちの両端部の円筒状部材の上面に被覆枠体１２０をネジ止めするための取
付穴９４が形成されており、残りの４本の円筒状部材の上面に後述する固着手段としての
ワンウェイネジ１３８を止着するための取付穴９５～９８が形成されている。ただし、取
付穴９６～９８は、遊技場に設置した後の検査後にワンウェイネジ１３８を止着する場合
の取付予備穴として使用されるものである。
【００２８】
　上記のように構成されるボックス状被覆主体８１に装着される遊技制御回路基板１００
は、図４に示すように、長方形状のプリント配線基板によって構成されており、その上面
の大部分はＲＯＭ１０３、ＣＰＵ１０４、ＲＡＭ１０５、電源部１０６等の電子部品を実
装する電子部品実装領域１０１として形成される一方、長辺一側の領域が複数のコネクタ
１０７を実装するコネクタ実装領域１０２として形成されている。また、遊技制御回路基
板１００には、その四隅に取付穴１０８が形成され、前述したようにボックス状被覆主体
８１の底面板８２の内側四隅に突設される位置決めボス８７と取付ボス８８に係合又はビ
ス１１５で止着されるようになっている。なお、遊技制御回路基板１００には、遊技内容
に応じて大当りとなる確率を複数段階に調節する確率調節スイッチ１０９（図６参照）が
設けられることがあるが、この場合には、後述する被覆枠体１２０の突出板部１３９に対
応する位置に設けられることが望ましい。何故なら、確率調節スイッチ１０９は、営業中
に操作できるようにその頭部が少なくとも基板被覆ボックス８０の上面と同一高さとなる
ようにする必要があり、この場合に、検査時等にスライド移動する必要のある被覆カバー
体１５０に対応する位置に設けた場合には、確率調節スイッチ１０９の頭部が被覆カバー
体１５０のスライド移動を邪魔することになるからである。つまり、確率調節スイッチ１
０９を設ける場合、突出板部１３９に確率調節スイッチ１０９用の穴を設けることとなる
。
【００２９】
　ところで、取付ボス８８にビス１１５を止着する際には、コネクタ周辺被覆部材１１０
も同時にビス１１５で止着されるようになっている。コネクタ周辺被覆部材１１０は、透
明な合成樹脂によって形成される細板状のものであり、その中央に前記コネクタ１０７が
貫通するコネクタ貫通穴１１１が形成され、その前端縁に係合立てリブ１１２が突設され
、その両端に規制片１１３が下方に向けて突設されている。また、両端部にビス１１５が
挿通される取付穴１１４が形成されている。しかして、上記のように構成されるコネクタ
周辺被覆部材１１０をコネクタ実装領域１０２を被覆するように取り付けてビス１１５で
取付ボス８８に止着したときには、コネクタ１０７周辺の配線パターンを完全に被覆した
状態となり、また、規制片１１３が遊技制御回路基板１００とボックス状被覆主体８１の
側壁内面との間に挿入され、且つ係合立てリブ１１２が被覆枠体１２０の後述する仕切り
壁１２６の下辺内側に入った状態で当接するので、被覆枠体１２０をボックス状被覆主体
８１から外さないとコネクタ周辺被覆部材１１０も取り外せないので、コネクタ１０７周
辺の配線パターンに不正な配線のハンダ付け等を行うことを防止することができると共に
、遊技制御回路基板１００とボックス状被覆主体８１の側壁内周面との間及び遊技制御回
路基板１００の上面と被覆枠体１２０の仕切り壁１２６の下端との間から配線を含む異物
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を挿入することができず、いずれにしても遊技制御回路基板１００に対する不正な行為が
行えないようになっている。
【００３０】
　次に、上記のようにボックス状被覆主体８１に被覆支持された遊技制御回路基板１００
の実装面側を覆う被覆枠体１２０と被覆カバー体１５０について図５を参照して説明する
。まず、被覆枠体１２０の詳細な構造について説明すると、被覆枠体１２０は、その上面
にほぼ長方形状の開口部１２１が開設されるとともに、長手方向の一側辺には、ボックス
状被覆主体８１の側壁内周と当接する内接壁１２２が下方に向けて突設され、他側辺には
、仕切り壁１２６が下方に向けて突設されている。内接壁１２２は、前記放熱穴８９と重
複しないように両端部と中央部を除いて垂下幅が短く形成されている。そして、中央部の
垂下幅の長い部分の下端には、外側に向けて係合爪１２３が形成されており、被覆枠体１
２０をボックス状被覆主体８１に装着したときに前記係合穴９０に係合するようになって
いる。なお、内接壁１２２は、被覆枠体１２０の端辺よりも僅かに内側に突設形成され、
被覆枠体１２０の端辺のやや両サイドよりの部分に下方に向かって突設される２つの係合
片１２４と内接壁１２２とでボックス状被覆主体８１の長手方向側壁上端部を挟持するよ
うになっている。また、係合爪１２３が形成される部分の端辺には、透明な合成樹脂で係
合爪１２３を成型する際に必要となる係合爪形成凹部１２５が形成されている。
【００３１】
　一方、仕切り壁１２６には、多数の放熱穴１２７が形成されている。しかして、被覆枠
体１２０をボックス状被覆主体８１に装着したときには、仕切り壁１２６によって遊技制
御回路基板１００のコネクタ実装領域１０２と電子部品実装領域１０１とが仕切られるよ
うになっており、したがって、仕切り壁１２６とボックス状被覆主体８１の前記配線接続
用切欠９２が形成される側壁との間は、外部に露出した接続空間１４３（図３及び６参照
）を構成している。そして、前述したようにコネクタ周辺被覆部材１１０によって接続空
間１４３から遊技制御回路基板１００の電子部品実装領域１０１への隙間及び遊技制御回
路基板１００の裏面（ハンダ面）への隙間がすべて閉塞されているため、不正配線を含む
異物をいかなる形でも遊技制御回路基板１００に接続することができないようになってい
る。
【００３２】
　また、被覆枠体１２０の上面の四隅であってボックス状被覆主体８１の前記取付穴９４
に対応する位置には、取付穴１２８が形成され、該取付穴１２８に取り外し可能な第１の
止着手段としての皿ビス１２９が止着されるようになっている。皿ビス１２９は、通常の
ドライバー工具で締着したり緩めたりすることができるものである。また、被覆枠体１２
０の短辺一側（図５の右側）のほぼ中央端縁には、被覆カバー体１５０の後述する係止突
片１５４が嵌め込まれる切欠凹部１３０が形成され、反対側（図５の左側）の前記取付穴
１２８の間には、複数の貫通穴１３１～１３４と各貫通穴１３１～１３４の中間位置に装
備穴１３５～１３７が形成されている。貫通穴１３１～１３４は、被覆カバー体１５０の
後述する固定片部１５６～１５９にワンウェイネジ１３８が止着された場合に貫通するた
めの穴であり、ボックス状被覆主体８１の前記取付穴９５～９８に対応するものである。
また、装備穴１３５～１３７には、予備のワンウェイネジ１３８が挿通装備されるもので
ある。なお、被覆枠体１２０の短辺他側（図５の左側）の取付穴１２８の裏面側には、一
対のボスによって凹部１３０ａが形成され、該凹部１３０ａにボックス状被覆主体８１の
前記取付穴９４が形成される円筒状部材が嵌挿されて位置決め手段として機能するもので
ある。
【００３３】
　更に、被覆枠体１２０の開口部１２１は、遊技制御回路基板１００の電子部品実装領域
１０１よりやや小さい大きさで形成され、その一隅が開口されることなく突出板部１３９
として残され、全体としてほぼ長方形状に開設されるものである。しかして、開口部１２
１の長手方向開口縁に沿って案内溝１４０が適宜間隔を置いて形成され、その各案内溝１
４０の間が切り欠けられてコ字状係合部１４１と嵌め込み用切欠部１４２とが形成されて
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いる。コ字状係合部１４１は、下側に向かって開放する断面コ字状の溝部が形成されてお
り、また、嵌め込み用切欠部１４２には、被覆カバー体１５０の後述するＬ字型被係合部
１６２が嵌め込まれるようになっている。また、開口部１２１の短辺他側（図５の左側）
は、テーパー面１４４として構成され、後述するように被覆カバー体１５０が横方向から
スライドされたときに被覆カバー体１５０の進行先端下面をスムーズに被覆枠体１２０上
に誘導するようになっている。
【００３４】
　上記のように構成される被覆枠体１２０は、遊技制御回路基板１００が止着支持された
ボックス状被覆主体８１の上方から、内接壁１２２とボックス状被覆主体８１の長手方向
側壁の内側面とが当接するように挿入され、係合爪１２３と係合穴９０とが係合した状態
で皿ビス１２９を取付穴１２８に挿入して取付穴９４に螺着することによりボックス状被
覆主体８１に組付け固定される。しかし、皿ビス１２９を緩めて外した後に、係合穴９０
に係合している係合爪１２３を外側から内側に向かって押し付けながら被覆枠体１２０を
上方に引っ張ることにより簡単にボックス状被覆主体８１と被覆枠体１２０とを分離する
ことができる。そこで、ボックス状被覆主体８１と被覆枠体１２０とが簡単に分離できな
いようにするために次に説明する被覆カバー体１５０が被覆枠体１２０の開口部１２１を
閉塞するように取り付けられる。
【００３５】
　被覆カバー体１５０は、被覆枠体１２０の開口部１２１の形状に沿ったほぼ長方形状に
形成され、その上面に多数の放熱穴１５１が形成されると共に機種名シールを貼付する機
種名シール貼付用凹部１５２と遊技制御回路基板１００を検査した際に書き込む「検査者
」「検査日」の各項目を記した検査履歴シールを貼付する検査履歴シール貼付用凹部１５
３が形成されている。また、短辺一側（図５の右側）のほぼ中央には、逆さＴ字状の係止
突片１５４が垂下されている。この係止突片１５４は、ボックス状被覆主体８１の前記係
止切欠９３に合致するようになっており、係止突片１５４と係止切欠９３が合致したとき
には、基板被覆ボックス８０の側面と同一平面となって被覆カバー体１５０を横方向（図
５の右側方向）にスライドしないかぎり上方向に外し難い係止構造となっている。
【００３６】
　また、短辺他側（図５の左側）の両端部には、前記取付穴１２８に螺着されて露出して
いる皿ビス１２９の上面を覆う皿ビス被覆突片１５５となっており、その皿ビス被覆突片
１５５の間に複数の固着部が形成されている。固着部としては、第２の止着手段としての
ワンウェイネジ１３８を挿通係止する固定片部１５６～１５９と各固定片部１５６～１５
９と被覆カバー体１５０の短辺側端縁とを連結するコ字状切断部１６０とから構成される
ものである。固定片部１５６～１５９は、被覆枠体１２０の前記貫通穴１３１～１３４に
対応する位置に設けられるものであってワンウェイネジ１３８の頭部が完全に中に入るよ
うに凹状に形成されている。このため、ワンウェイネジ１３８の頭部を切断してネジ止め
を破壊して基板被覆ボックス８０を開放する不正行為が防止できる。なお、固定片部１５
６～１５９にネジ止めした後にその凹部に紫外線硬化樹脂で覆ったり、あるいは凹部に埋
め込む凸状の合成樹脂を接着剤や溶着技術で接着したりして、ネジに触れることができな
いようにしてもよい。
【００３７】
　また、固定片部１５６～１５９のうち、出荷時にワンウェイネジ１３８が螺着される固
定片部１５６を除く固定片部１５７～１５９には、側方に向かってネジ押え片１５７ａ～
１５９ａが突設され、そのネジ押え片１５７ａ～１５９ａの裏面に押え凸部１５７ｂ～１
５９ｂが一体的に形成されている。このネジ押え片１５７ａ～１５９ａは、被覆枠体１２
０の前記装備穴１３５～１３７に装備される予備のワンウェイネジ１３８の頭部を押さえ
付けて当該ワンウェイネジ１３８が装備穴１３５～１３７から脱落しないようにするため
のものである。
【００３８】
　また、コ字状切断部１６０は、被覆カバー体１５０の上面からやや突出した形状となっ
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ている。そして、コ字状切断部１６０の上面には、図６に示すように、それぞれ基板被覆
ボックス８０の開放手順を示唆するための刻印「１～４」が施されている。具体的には、
固定片部１５６に対応する切断部１６０には「１」の刻印が施され、固定片部１５７に対
応する切断部１６０には「２」の刻印が施され、固定片部１５８に対応する切断部１６０
には「３」の刻印が施され、固定片部１５９に対応する切断部１６０には「４」の刻印が
施されている。なお、コ字状切断部１６０は、突出しているが、固定片部１５６～１５９
が基板被覆ボックス８０の外周面に出ていないように構成されている。また、切断部１６
０の構造も、必ずしもコ字状でなくてもよく、切断し易い形状（例えば、肉厚が薄い等）
であればよい。ただし、本実施形態のように切断部が僅かでも突出した構造の方が切断し
易いというメリットはある。
【００３９】
　一方、被覆カバー体１５０の長手方向の端縁には、適宜間隔を置いてＬ字型被係合部１
６２と切欠部被覆突片１６４とが隣接し且つ上下方向に段差状に外側に向かって突設され
ている。Ｌ字型被係合部１６２は、被覆枠体１２０の前記コ字型係合部１４１の溝部に係
合するレール状突起がその先端に上向きに突設されるものであり、被覆枠体１２０のコ字
型係合部１４１の長さとほぼ同じであって前記嵌め込み用切欠部１４２に嵌め込まれる長
さに形成されている。なお、レール状突起の先端部は、図５の左上の円内に拡大して示す
ようにテーパー面１６３となっており、レール状突起がコ字型係合部１４１の溝部にスム
ーズに侵入するようになっている。また、切欠部被覆突片１６４は、被覆カバー体１５０
を横方向にスライドさせたときに被覆枠体１２０の前記嵌め込み用切欠部１４２を完全に
被覆するものである。なお、被覆枠体１２０の前記突出板部１３９に対応する被覆カバー
体１５０の位置には、対応切欠部１６５が形成され、その対応切欠部１６５にも切欠部被
覆突片１６４とＬ字型被係合部１６２に代わる当接片１６６が突設形成されている。更に
、被覆カバー体１５０の長手方向の両端縁下方には、被覆枠体１２０の前記案内溝１４０
と係合する案内突起１６１が突設されている。
【００４０】
　しかして、上記のように構成される被覆カバー体１５０を被覆枠体１２０を止着したボ
ックス状被覆主体８１に固定するには、図７（Ａ）に示すように、まず、予め装備穴１３
５～１３７に予備のワンウェイネジ１３８を装着した状態で、被覆枠体１２０の上方から
Ｌ型被係合部１６２を嵌め込み用切欠部１４２に嵌挿すると同時に案内突起１６１と案内
溝１４０とが一致するように被覆カバー体１５０を載置する。この状態においては、図７
（Ｂ）に示す状態となっており、その後、図７（Ｂ）に示す矢印方向に被覆カバー体１５
０をスライド移動させてコ字型係合部１４１の溝部とＬ字型被係合部１６２のレール状突
起とを係合させる。そして、完全に係合させた状態では、図６に示すように、被覆カバー
体１５０の係止突片１５４がボックス状被覆主体８１の係止切欠９３に係止され、被覆カ
バー体１５０の長手方向の両サイドがコ字型係合部１４１とＬ字型被係合部１６２とによ
って複数箇所で係合されると共に嵌め込み用切欠部１４２が切欠部被覆突片１６４で密着
被覆され、更に、四隅に位置する皿ビス１２９が被覆カバー体１５０の皿ビス被覆突片１
５５及び短辺一側部によって完全に被覆された状態となる。また、装備穴１３５～１３７
に装着されたワンウェイネジ１３８の上方もネジ押え片１５７ａ～１５９ａの押え凸部１
５７ｂ～１５９ｂによって脱落しないように押え付けられている。そして、この状態で、
固定片部１５６にワンウェイネジ１３８を挿入して取付穴９５に螺着することにより、被
覆カバー体１５０を被覆枠体１２０及びボックス状被覆主体８１に固定する作業を終了す
る。
【００４１】
　ここで、ワンウェイネジ１３８について説明する。ワンウェイネジ１３８は、ネジ締め
方向にしか回らない特殊なネジであり、一旦締め付けるとネジを破壊しない限り取り外す
ことができない。具体的には、図９（Ａ）（Ｂ）に示すように、その頭部１８０に形成さ
れたネジ溝が当接面部１８１と凹部１８２と中心穴部１８３とから構成されている。そし
て、図９（Ｃ）（Ｄ）に示す特殊マイナスドライバー１８４でネジ締めを行う場合には、



(12) JP 4201384 B2 2008.12.24

10

20

30

40

50

ドライバー１８４の中心軸部１８５を中心穴部１８３に差し込み、この状態からドライバ
ー１８４の当接片部１８６を当接面部１８１に当接させて一方向（図９（Ａ）の時計回り
方向）に頭部１８０を回転させることでネジ締めを行う。一方、ドライバー１８４で頭部
１８０を他方向（図９（Ａ）の反時計回り方向）に回転させてネジ１３８を取り外そうと
した場合には、ドライバー１８４が凹部１８２に入り込んで滑ってしまい頭部１８０を回
転させることができずにネジ１３８の取り外しが行えない。なお、通常のマイナスドライ
バーでも頭部１８０を一方向に回転させてネジ締めすることは可能であるが、特殊マイナ
スドライバー１８４のように、中心軸部１８５をワンウェイネジ１３８の中心穴部１８３
に差し込んでワンウェイネジ１３８との位置決めを行った方が締め付け作業が容易に行え
る。
【００４２】
　以上のようにして遊技制御回路基板１００を基板被覆ボックス８０の内部に被覆するこ
とができ、そのように被覆された基板被覆ボックス８０は、弾球遊技機１の機構板５０の
背面に取付台１７０を介して取り付けられる。取付台１７０は、図３に示すように、合成
樹脂（金属でもよい）によって形成された長方形板からなり、その基板中央には断面逆Ｌ
字状をなす一対の係合レール１７１が所定間隔を置いて条設されている。なお、係合レー
ル１７１の条設方向は、取付台１７０の長辺部に沿った左右方向となっている。取付台１
７０の各長辺部には、基板面に対して直交するガイド片１７２が突設されている。取付台
１７０の右側端部には、弾性変形する解除レバー１７３が形成されており、該解除レバー
１７３の基部には、ボックス状被覆主体８１の係合凹部８６と係合する係合突起１７４が
突設されている。また、取付台１７０の基板面には、機構板５０側の取付ボス（図示しな
い）に取付台１７０をビス止めするための止め穴１７５が穿設されている。
【００４３】
　しかして、上記した取付台１７０は、止め穴１７５を介して機構板５０にビス止めされ
ることで機構板５０上の所定部位に固定される。また、この取付台１７０に基板被覆ボッ
クス８０を取り付けるときには、取付台１７０に対してボックス８０を左側方からスライ
ド装着させる。このとき、取付台１７０側の係合レール１７１は、ボックス８０側の係合
片８４と係合した状態にあり、ガイド片１７２は、ボックス８０のスライド移動を案内す
る。そして、このようなボックス８０のスライド移動によって取付台１７０側の解除レバ
ー１７３が下方に弾性変形し、遂には、ボックス８０側の係合凹部８６が取付台１７０側
の係合突起１７４と係合してボックス８０の装着が完了する。一方、基板被覆ボックス８
０を取付台１７０から取り外すときには、解除レバー１７３を下方に押して係合凹部８６
と係合突起１７４との係合を解除し、この状態からボックス８０を左側方にスライドさせ
ることで簡単に取り外すことができる。即ち、基板被覆ボックス８０は、機構板５０にビ
ス止め固定された取付台１７０に対して着脱自在な構成となっている。
【００４４】
　次に、遊技場等で基板被覆ボックス８０を遊技制御回路基板１００の検査（出荷納入後
にＲＯＭが正規のものか否かを検査する）のために開放し、その後再度閉塞状態に復元す
る手順を説明する。先ず、基板被覆ボックス８０の閉塞状態において、刻印「１」の目印
の切断部１６０をニッパー等の切断工具で切断する。これにより、固定片部６５は、図８
（Ｂ）に示すように、被覆カバー体１５０から完全に分離され、固定片部６５及びワンウ
ェイネジ１３８は、ボックス状被覆主体８１側に残存した状態となる。そして、被覆カバ
ー体１５０を図８（Ｂ）の矢印方向にスライド移動してＬ字型被係合部１６２を嵌め込み
用切欠部１４２に一致させて被覆カバー体１５０を上方に持ちあげることにより、基板被
覆ボックス８０が開放され、遊技制御回路基板１００の検査を行うことができる。また、
このような被覆カバー体１５０の取り外し（切断部１６０の切断）によって、各装備穴１
３５～１３７に挿通されたワンウェイネジ１３８は、取り出し可能な状態となり、このう
ち装備穴１３５に挿通された予備のワンウェイネジ１３８をボックス８０の復元用に取り
出す。その後、基板被覆ボックス８０を閉塞するときには、Ｌ字型被係合部１６２を嵌め
込み用切欠部１４２に一致させた状態で被覆カバー体１５０を被覆枠体１２０に被せ、次
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に取り出したワンウェイネジ１３８を刻印「２」を目印に固定片部１５７に螺着する。こ
れにより、図８（Ｃ）に示すように、固定片部１５７とこれに対応するボックス状被覆主
体８１の取付穴９６とがワンウェイネジ１３８によって共締めされて基板被覆ボックス８
０が再度閉塞状態に復元される。以下、同様にして複数回（本実施形態の場合には、４回
だが、４回目は、ワンウェイネジ１３８で止めることができないので、実質的には３回）
の再検査を行うことができるものである。
【００４５】
　ところで、上記した基板被覆ボックス８０の閉塞状態においては、切断部１６０を切断
して固定片部１５６～１５９と被覆カバー体１５０との連結（固着状態）を解除しない限
り、被覆枠体１２０のコ字型係合部１４１と被覆カバー体１５０のＬ字型被係合部１６２
との係合が解除できず、基板被覆ボックス８０が開放できないようになっている。従って
、遊技制御回路基板１００の検査以外で切断部１６０が切断されるような場合は、この切
断により遊技制御回路基板１００に不正が行われたことが即座に且つ確実に判別できるた
め、基板被覆ボックス８０の防犯効果を高めることができる。また、上記した係合部（係
合部１４１及び被係合部１６２）を設けることにより、ボックス８０の防犯性を低下させ
ることなくボックス状被覆主体８１及び被覆枠体１２０と被覆カバー体１５０との固着箇
所を必要最小限に抑えることができ、ひいては基板被覆ボックス８０の組み付け作業性を
向上することができる。特に、本実施形態の場合には、複数のＬ字型被係合部１６２を複
数の嵌め込み用切欠部１４２に嵌め込んで僅かな距離だけスライドさせれば良いので、組
付け作業性の迅速化も図ることができる。
【００４６】
　なお、上記した実施形態は、本発明を限定するものではなく、本発明の範囲内で種々の
変更が可能である。例えば、上記実施形態では、締まる方向にしか回らないワンウェイネ
ジ１３８で固定片部１５６～１５９を締め付ける構成となっているが、これに代えて破断
取付ネジやリベット等の締結部材で固定片部１５６～１５９を締め付ける構成としてもよ
く、さらには固着部を接着剤で接着したり、溶着したりする構成であってもよい。また、
ワンウェイネジ１３８等で固着する個所は、必要最小限にした方がコストが低減できてよ
いが、複数箇所でも良い。また、装備穴１３５～１３７に装備されるワンウェイネジ１３
８は、必ずしも基板被覆ボックス８０に装備させる必要はなく、検査時に支給するもので
あってもよい。
【００４７】
　以上、本発明の実施形態について説明してきたが、本実施形態によれば、被覆枠体１２
０を被覆主体８１に取り付けた状態で被覆カバー体１５０を組み付けるには、係合部１４
１を切欠部１４２に挿入した後被係合部１６２に係合するようにスライドさせた後、固着
片部１５６に固着手段１３８を固着するだけであるため、極めて簡単に組み付けることが
できる。また、被覆主体８１と被覆枠体１２０及び被覆カバー体１５０のすべてが透明合
成樹脂によって形成されているので、回路基板１００の実装面だけでなく反対側のハンダ
面も外部から視認できるので、回路基板のすべての個所における不正を容易に発見するこ
とができる。
【００４８】
　また、前記係合部１４１を、溝部（コ字型係合部１４１）と該溝部に嵌合するレール状
突起（Ｌ字型被係合部１６２）のいずれか一方とし、前記被係合部１６２を、いずれか他
方としたことにより、係合状態が外れることがなく、例えば、被覆カバー体１５０に外圧
を加えて変形させても係合状態が外れることがない。なお、被覆枠体１２０にレール状突
起１６２を形成し、被覆カバー体１５０に溝部１４１を形成してもよい。
【００４９】
　また、前記被覆カバー体１５０には、前記固定片部１５６が形成される辺と対向する辺
に前記被覆主体８１と係止する係止部（係止突片１５４）を形成したことにより、被覆カ
バー体１５０の四辺が固着片部１５６、被係合部１６２、係止部１５４によって被覆主体
８１及び被覆枠体１２０に止着されるので、いずれの個所からも被覆カバー体１５０を上
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方に持ちあげることはできず、被覆主体８１及び被覆枠体１２０と被覆カバー体１５０と
の間に隙間を形成して行う不正な行為を防止することができる。
【００５０】
　また、前記係合部１４１及び被係合部１６２が所定間隔を置いて複数形成されているこ
とにより、係合間隔が短くなるため係合を確実に行うことができ、被覆枠体１２０と被覆
カバー体１５０との間に隙間を形成して行う不正な行為を防止することができる。
【００５１】
　また、前記固定片部１５６は、複数個並列状に形成されて、その複数個の固定片部１５
６～１５９のいずれか一箇所だけ前記固着手段１３８で固着することにより、前記被覆枠
体１２０と前記被覆カバー体１５０との係合状態を保持するように構成することにより、
検査のために最初の固着片部１５６の切断部１６０を切断破壊しても、再度２番目の固定
片部１５７に固着手段１３８を固着することにより、再度被覆枠体１２０と被覆カバー体
１５０との係合状態を保持することができる。つまり、検査を複数回行うことができる。
【００５２】
　更に、前記固定片部１５６に固着される固着手段は、ネジ（ワンウェイネジ１３８）で
あり、前記切断部１６０を切断破壊したときに、前記ネジ１３８が固定片部１５６に固着
された状態で残存するように構成することにより、正規な検査履歴を確認することができ
ると共に、基板被覆ボックス８０を回収したときにネジ１３８を再利用することができる
。
【００５３】
　なお、上記した実施形態においては、検査後に再度組付け得るように固定片部１５６～
１５９を複数設けたものを示したが、再度組み付けることができないものでもよいし、１
回だけしか再組付けができない構造のものでも良い。また、係合部１４１及び被係合部１
６２を複数設けたものを示したが、両サイドに一箇所だけ設けたものでも良い。
【００５４】
　また、実施形態中では、本発明の基板被覆ボックスを弾球遊技機用の遊技制御回路基板
を収納する基板被覆ボックスとしているが、これに限定するものではない。例えば、賞球
払出制御基板などを収納する基板被覆ボックスでもよい。即ち、内部の制御回路基板に対
する不正行為を防止する必要がある基板被覆ボックスであればよい。また、遊技機として
は、弾球遊技機以外の遊技機（例えば、スロットマシンやコインゲーム、又は映像式パチ
ンコ遊技機等）であってもよい。
【００５５】
【発明の効果】
　以上、説明したところから明らかなように、請求項１の発明は、被覆枠体を被覆主体に
取り付けた状態で被覆カバー体を組み付けるには、係合部を切欠部に挿入した後被係合部
に係合するようにスライドさせた後、固着片部の挿入穴に固着手段を固着するだけである
ため、極めて簡単に組み付けることができる。また、被覆主体と被覆枠体及び被覆カバー
体のすべてが透明合成樹脂によって形成されているので、回路基板の実装面だけでなく反
対側のハンダ面も外部から視認できるので、回路基板のすべての個所における不正を容易
に発見することができる。
【００５６】
　また、前記係合部を、溝部と該溝部に嵌合するレール状突起のいずれか一方とし、前記
被係合部を、いずれか他方としたことにより、係合状態が外れることがなく、例えば、被
覆カバー体に外圧を加えて変形させても係合状態が外れることがない。
【００５７】
　また、前記被覆カバー体には、前記固定片部が形成される辺と対向する辺に前記被覆主
体と係止する係止部を形成したことにより、被覆カバー体の四辺が固着片部、被係合部、
係止部によって被覆主体及び被覆枠体に止着されるので、いずれの個所からも被覆カバー
体を上方に持ちあげることはできず、被覆主体及び被覆枠体と被覆カバー体との間に隙間
を形成して行う不正な行為を防止することができる。
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【００５８】
【００５９】
　また、前記固定片部は、複数個並列状に形成されて、その複数個の固定片部のいずれか
一箇所だけ前記固着手段で固着することにより、前記被覆枠体と前記被覆カバー体との係
合状態を保持するように構成することにより、検査のために最初の固着片部の切断部を切
断破壊しても、再度２番目の固定片部に固着手段を固着することにより、再度被覆枠体と
被覆カバー体との係合状態を保持することができる。つまり、検査を複数回行うことがで
きる。
【００６０】
　更に、前記切断部を切断破壊したときに、前記ネジが固定片部に固着された状態で残存
するように構成することにより、正規な検査履歴を確認することができると共に、基板被
覆ボックスを回収したときにネジを再利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の遊技機の一例としての弾球遊技機を示す正面図である。
【図２】　弾球遊技機を示す背面図である。
【図３】　基板被覆ボックスと機構板に止着される取付台との関係を示す斜視図である。
【図４】　基板被覆ボックスを構成するボックス状被覆主体と回路基板との関係を示す斜
視図である。
【図５】　基板被覆ボックスを構成する被覆枠体と被覆カバー体との関係を示す分解斜視
図である。
【図６】　基板被覆ボックスの平面図である。
【図７】　被覆枠体と被覆カバー体との取り付けを説明するための部分平面図である。
【図８】　被覆枠体から被覆カバー体を一旦分離して再度取り付ける場合を説明するため
の部分平面図である。
【図９】　同図（Ａ）（Ｂ）はそれぞれワンウェイネジを示す説明図であり、同図（Ｃ）
（Ｄ）はそれぞれ特殊マイナスドライバーを示す説明図である。
【符号の説明】
　１　弾球遊技機（遊技機）
　８０　基板被覆ボックス
　８１　ボックス状被覆主体（被覆主体）
　１００　遊技制御回路基板（制御回路基板）
　１２０　被覆枠体　
　１３８　ワンウェイネジ（固着手段）
　１４１　コ字型係合部（係合部の溝部）
　１５０　被覆カバー体　
　１５４　係止突片（係止部）
　１５６～１５９　固定片部（固定部）
　１６０　コ字状切断部（切断部）
　１６２　Ｌ字型被係合部（係合部のレール状突起）
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